
蓬田村役場庁舎警備業務委託仕様書  

 
蓬田村役場 総務課  

 

 蓬田村（以下「発注者」という。）が委託する役場庁舎警備業務（以下「業務」とい

う。）の仕様は、下記のとおりとする。  

 

１ 番号及び件名  

 総行委第５号 蓬田村役場庁舎警備業務委託  

 

２ 業務場所 ※詳細は別添図面のとおり  

施設名称  所在地  構造・規模  
延床面積  

（㎡）  

敷地面積  

（㎡）  

蓬田村役場庁舎  
蓬田村大字蓬田字  

汐越１番地３  
鉄骨造・地上２階  1143.58 4413.48 

※ 役場庁舎は令和７年８月に移転する予定であるため、移転に伴い必要な事項に

ついては、発注者と受注者が協議して別途定めるものとする。  

 

３ 委託期間  

 令和６年１１月１日から令和７年１０月３１日まで  

 ※ この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に

よる長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る発注者の歳出予算について減額又は削除された場合、

発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。  

 

４ 委託料の支払い  

委託料は月払いとする。受注者は、毎月の委託料を翌月１０日までに、請求書によ

り、発注者に対し請求するものとする。発注者は、請求書を受理した日から起算して

３０日以内に、発注者に対し委託料を支払うものとする。  

 

５ 名簿の提出  



受注者は、業務開始の日までに警備員及び代替警備員の名簿を発注者に提出するも

のとする。  

 

６ 業務内容等  

庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止

することにより、財産の保全と人身の安全を図り、発注者の業務の円滑な運営に寄与

することを目的とする。また、外来者の入退管理、案内、電話の取次ぎ及び対応等、

行政事務を補完することで、村民サービスの向上を図るため、次に掲げる事項及びこ

れに付随する一切の業務を行うものとする。  

（１） 防火  

・火災の予防（施設内への危険物の持ち込み、裸火の使用禁止と規制等）と火災

の早期発見、初期消火  

・火災発生現場への消防関係者の誘導  

（２） 防犯  

  ・盗難の予防  

  ・事故発生現場の保存  

・時間外における出入者の確認及び各室等の鍵の保管  

  ・業務対象施設及び付帯施設（設備）の施錠の点検と確認  

  ・侵入可能箇所の点検と処置  

  ・潜伏者、徘徊者、その他挙動不審者の発見と排除  

  ・不法侵入者、不法行為等の阻止と処置  

  ・出入口の管理  

 ※ 下記の時間を目安に、出入口（手動扉及び自動扉）の開閉を行う。  

開放時間（６時３０分）   閉鎖時間（１８時００分）  

（３） その他  

  ・防災無線放送の実施  

・電話及び防災無線の受信対応  

  ・文書を受理・保管し、業務終了時に担当職員へ引渡し  

  ・照明器具、その他機器の電源管理  

・村内における火災発生時の担当職員等への連絡  

  ・気象警報発令、震度４以上その他災害発生時の担当職員等への連絡  

  ・人命にかかわるもの、その他緊急を要する事項について電話や来庁者があった

際の担当職員への連絡取次ぎ  

・死亡、出生、婚姻等の届出があった際の担当職員への連絡、火葬予約の連絡取

次ぎ等  



・国旗、村旗の掲揚及び降納  

・空調設備機器の始動及び停止  

・積雪時における玄関前の除雪  

 

７ 従事者の選定  

（１） 従事者の選定  

業務に従事する者（以下「従事者」という。）は、村役場に勤務する職員と

して来庁者等の村民と接する機会が想定されるため、従事者には単に業務遂行

能力だけでなく、誠実な勤務態度で業務を行う従事者を選定しなければならな

い。  

なお、現在勤務している従事者（日勤者１名、夜勤者１名）を引き続き雇用

するものとし、本業務実施のため新たに従事者を雇用する場合、蓬田村に居住

する者を優先的に採用するよう努めること。  

（２） 雇用条件の確認  

引き続き雇用される従事者については、現在の雇用条件を維持又は上回るよ

うに努めること。雇用条件の確認が必要な場合は、蓬田村総務課と日程を調整

のうえ、入札日前日までに確認すること。  

（３） その他  

村は、従事者の勤務態度その他が、公務に支障をきたすおそれがあると判断

した場合は、受注者に必要な是正措置を求めることができる。その場合、受注

者は速やかに対応しなければならない。  

 

８ 警備の方法等  

警備員１名が警備担当時間に常駐して行うものとし、業務目的達成の手段として庁

舎・車庫内及び付帯施設（設備）、庁舎周辺及び駐車場の定時巡回点検を行うものと

する。詳細は以下のとおりとする。  

（１） 警備担当時間  

平日は、１７時００分から翌朝８時１５分まで  

土、日、祝祭日、休日等は、休日等に当たる日の前日の職員勤務時間終了時刻

から勤務開始の日の始業時刻まで  

（２） 巡回時間  

平日は、１８時００分、２１時００分、（翌朝）６時３０分  

休日等は、２１時００分、（翌朝）６時３０分、１５時００分  

（３） 仮眠時間  

２２時００分から翌朝６時００分まで  



９ 業務の報告  

受注者は、業務にかかる実績報告書（警備日誌）を作成し、業務終了後に発注者に

提出し、発注者の点検を受けるものとする。  

 

１０ その他  

（１） 規律を厳守し、警備業務に万全を期すこと。  

（２） 来庁者等への対応及び電話対応には誠意を持ってあたり、言葉使い、動作  

に留意して不快の念を与えぬよう努めること。  

（３） 業務の遂行にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、警備業法等に従  

うものとし、警備員の労働条件等については、労働基準法その他の関係諸法規  

に抵触しないようにすること。  

（４）  従事する警備員に対し警備業務を適正に実施させるため、関係法令で定め  

るところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をすること。  

（５） 従事する警備員が業務中、建物、備品等の滅失破損その他発注者に損害を  

与えたときは、直ちに発注者にその旨を報告するとともに、その損害を賠償し  

なければならない。ただし、警備員の責めに帰すことのできない事由のときは  

この限りではない。  

（６） 業務上知り得た事項を第三者に漏洩してはならない。また、従事する警備  

員に対して、在職中及び退職後において、職務上知り得た事項を業務の目的以  

外に使用してはならないことなど、必要な事項を周知するものとする。  

（７） 敷地内での拾得物があった場合は、速やかに総務課に届け出ること。  

（８） 業務中は受注者の定める制服、バッヂ又は社章、社名、名札を明示したも  

のを着用し、受注者の従業員であることを明瞭にすること。  

（９） 業務遂行のための直接必要な機械器具及び資材等（寝具等）は、全て受注  

者の負担するものとする。  

（１０） 発注者が避難訓練等に参加を求めた場合には、警備員を参加させなけれ  

ばならない。  

（１１） 本業務仕様書は、業務の大要を示すものであって、現場の状況に応じて  

軽微なものについては、この仕様書に記載されていない事項であっても誠意を  

もって行うとともに、保安及び警備上必要と認められる作業については、契約  

の範囲内で実施すること。  

 

  その他、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、発注者及び受注者

が協議して定めるものとする。  






